
　

貸
館
の
利
用
料
金
と
休
館
日

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

【
開
館
時
間
】　

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

【
定
休
日
】　

火
曜
日

【
利
用
区
分
・
貸
館
料
】

※
な
お
、
講
看
板
は
無
料
で
見
学

い
た
だ
け
ま
す
。

【
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
】

　

教
育
委
員
会
青
山
公
民
館　
　

　
　
　
　
　
　

☎
52
・
１
１
１
０
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本
庁
農
林
振
興
課

間
伐
で
森
林
を
守
ろ
う

【
と
き
】　

７
月
２
日
㈭
・
３
日
㈮

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

【
と
こ
ろ
】

　

中
消
防
署
西
分
署
二
階
会
議
室

【
定
員
】　

80
人

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

【
申
込
期
間
】

　

６
月
15
日
㈪
～
19
日
㈮

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

【
申
し
込
み
時
必
要
品
】

写
真
１
枚（
横
３㎝
×
縦
４㎝
）、印
鑑
、

消
防
本
部
予
防
課

甲
種
防
火
管
理
新
規
講
習
会

本
庁
人
権
政
策
課

全
国
一
斉　

子
ど
も
の
人

権
１
１
０
番
強
化
週
間

　

か
つ
て
参
宮
客
で
賑
わ
い
、
初

瀬
街
道
宿
場
町
と
し
て
栄
え
た
阿

保
宿
に
あ
る
、『
初
瀬
街
道
交
流

の
館　

た
わ
ら
や
』
は
、
参
宮
講

定
宿
の
一
つ
で
あ
っ
た
「
た
わ
ら

や
」
の
跡
地
に
あ
り
、
参
宮
講
看

板
の
常
設
展
示
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
１
階
ロ
ビ
ー
と
２
階
和

室
は
、
会
議
な
ど
に
ご
利
用
い
た

だ
け
る
貸
し
館
と
な
っ
て
い
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

大
山
田
郷
土
資
料
館
の
管
理

体
制
が
変
更
に
な
り
ま
し
た

　

大
山
田
地
域
の
古
墳
か
ら
の
出

土
品
や
、
農
機
具
な
ど
の
民
俗
資

料
を
展
示
し
て
い
る
大
山
田
郷
土

資
料
館
の
管
理
体
制
が
変
更
に
な

り
ま
し
た
。

【
開
館
日
】　

木
～
日
曜
日

※
年
末
年
始
は
休
館
し
ま
す
。

教
育
委
員
会
青
山
公
民
館

「
初
瀬
街
道
交
流
の
館　

た

わ
ら
や
」
の
利
用
に
つ
い
て

　
「
い
じ
め
」
な
ど
子
ど
も
の
人
権

に
関
す
る
相
談
電
話
で
す
。
悩
み

や
疑
問
が
あ
っ
た
ら
お
聞
か
せ
く

だ
さ
い
。
津
地
方
法
務
局
職
員
ま

た
は
人
権
擁
護
委
員
（
子
ど
も
人

権
専
門
委
員
）
が
お
受
け
し
ま
す
。

※
相
談
内
容
の
秘
密
は
守
り
ま
す
。

【
強
化
週
間
】

　

６
月
28
日
㈰
～
７
月
４
日
㈯

【
受
付
時
間
】

《
平
日
》　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

《
土
・
日
曜
》　
午
前
10
時
～
午
後
５
時

【
相
談
先
】　

子
ど
も
の
人
権
110
番

　

☎
０
１
２
０
・
０
０
７
・
１
１
０

　
（
全
国
共
通
・
無
料
）

※
IP
電
話
か
ら
は
接
続
で
き
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

津
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

　

☎
０
５
９
・
２
２
８
・
４
１
９
３

　

市
で
は
、
市
内
の
森
林
の
適
正

管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
７
月
か

ら
平
成
22
年
１
月
の
間
に
間
伐
施

業
さ
れ
る
な
ど
、
一
定
の
条
件
を

ラ
イ
ト
ピ
ア
お
お
や
ま
だ

お
し
ゃ
べ
り
人
形
ラ
イ
ブ

人
種
、
文
化
、
言
語･･･

い

ろ
い
ろ
な
違
い
を
「
お
し
ゃ
べ
り

人
形
」
を
通
じ
て
楽
し
く
体
験
し

ま
し
ょ
う
。

【
と
き
】　

７
月
８
日
㈬

　

午
後
７
時
30
分
～
９
時

【
と
こ
ろ
】
ラ
イ
ト
ピ
ア
お
お
や
ま
だ

【
講　

師
】

国
際
派
保
育
士　

ヨ
ル
ヨ
ル
さ
ん

【
問
い
合
わ
せ
】

　

ラ
イ
ト
ピ
ア
お
お
や
ま
だ

　
　
　
　
　
　

☎
47
・
１
１
６
０

【
と
き
】　

6
月
23
日
㈫

　

午
後
1
時
30
分
～
3
時
10
分

【
と
こ
ろ
】
伊
賀
市
中
央
公
民
館

《
講
師
》　

三
重
大
学
生
物
資
源
学

研
究
科
准
教
授　

常　

清
秀
さ
ん

《
演
題
》「
水
産
資
源
と
私
達
の
暮
ら
し
」

【
問
い
合
わ
せ
】

　

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課　

　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
６
７
９

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

第
2
回
市
民
大
学
講
座

２階
和室

１階
ロビー

午前 9時～
正午 400円 200 円

午後 1時～
4時 30分 400 円 200 円

午前 9時～
午後 4時 30分 800 円 400 円

【
開
館
時
間
】
午
前
10
時
～
午
後
３
時

【
入
館
受
付
】　

入
館
を
希
望
さ
れ

る
方
は
、
資
料
館
の
近
く
に
あ
る

新
大
仏
寺
で
お
申
込
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

　

教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課　

　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
６
８
１

満
た
す
森
林
所
有
者
に
、「
緊
急

間
伐
推
進
事
業
補
助
金
」
を
交
付

し
ま
す
。
そ
の
ほ
か
の
交
付
条
件

な
ど
、
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
補
助
金
の
額
】（
一
本
当
た
り
）

16
～
25
年
生　
　
　
　
　
　

75
円

26
年
～
35
年
生　
　
　
　
　

91
円

36
年
～
お
お
む
ね
45
年
生　

１
６
８
円

【
申
請
方
法
】　

本
庁
農
林
振
興

課
、
各
支
所
産
業
建
設
課
、
伊
賀

森
林
組
合
に
備
え
て
あ
る
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

【
締
切
日
】　

６
月
30
日
㈫

【
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
農
林
振
興
課

　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
６
６
６

本
庁
こ
ど
も
家
庭
課

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出

に
つ
い
て

　

児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る

方
は
、
毎
年
６
月
に
「
児
童
手
当

現
況
届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

こ
の
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
現

在
の
状
況
を
記
入
し
て
い
た
だ

き
、
児
童
手
当
を
引
き
続
き
受
け

る
要
件
が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認

す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

提
出
が
必
要
な
方
に

は
、
６
月
上
旬
に
案
内

文
書
・
現
況
届
用
紙
を

郵
送
し
ま
す
。

　

提
出
が
な
い
場
合
は
、
６
月
分

以
降
の
手
当
を
受
け
て
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

【
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ
】

　

本
庁
こ
ど
も
家
庭
課 

　
　
　
　
　
　

☎
22
・
９
６
５
４

　

各
支
所
住
民
課
健
康
福
祉
係

テ
キ
ス
ト
代
と
し
て
２
４
０
０
円

【
申
込
先
・
問
い
合
わ
せ
】

　

消
防
本
部
予
防
課　

　
　
　
　
　
　

☎
24
・
９
１
０
５

《新型インフルエンザの感染が
　　　　　　　　　疑われる場合の受診について》
　上野総合市民病院では平日の午前８時３０分か
ら午後５時まで発熱外来を開設していますが、受診

する場合は保健所の紹介が必要です。直接来院され
ても受診できません。
　次の項目に当てはまる方は、事前に保健所が設置
する発熱相談センターに電話で連絡して下さい。

【新型インフルエンザが疑われる場合】
①発熱（38 度以上の高熱）
②咳、息苦しさ
③新型インフルエンザ患者と濃厚な接触があった方

《新型インフルエンザの感染が
　　　　　　　　　疑われる場合の受診について》
　上野総合市民病院では平日の午前８時３０分か
ら午後５時まで発熱外来を開設していますが、受診

する場合は保健所の紹介が必要です。直接来院され
ても受診できません。
　次の項目に当てはまる方は、事前に保健所が設置
する発熱相談センターに電話で連絡して下さい。

【新型インフルエンザが疑われる場合】
①発熱（38 度以上の高熱）
②咳、息苦しさ
③新型インフルエンザ患者と濃厚な接触があった方

　感染拡大と院内感染防止のため、ご協力をお願い
いたします。

【保健所発熱相談センター　　  ☎２４－８０４５】
【上野総合市民病院医療業務課  ☎２４－１１１１】

　感染拡大と院内感染防止のため、ご協力をお願い
いたします。

【保健所発熱相談センター　　  ☎２４－８０４５】
【上野総合市民病院医療業務課  ☎２４－１１１１】


